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第１節 気候変動対策の推進 
 国内では、気温の上昇や大⾬頻度の増加、降水⽇数の減少、高温による農作物の品質低
下、動植物の分布域の変化など、気候変動の影響が顕在化しています。 
 こうした中、気候変動に対応し、私たちの生活の安全や経済・社会の持続可能な発展を
図るためには、県⺠、NPO 等⺠間団体、事業者、大学・研究機関、⾏政が一丸となって温
室効果ガスの排出を削減する「緩和策」と、気候変動の影響や中⻑期的に避けられない影
響を防止・軽減する「適応策」を両輪として、気候変動対策を進めることが求められてい
ます。 
 本県では、「⼭⼝県地球温暖化対策実⾏計画（第２次計画）」に基づき、地域特性を踏ま
えた⼆酸化炭素等の温室効果ガス22の排出削減対策や、森林等による⼆酸化炭素吸収機能
に着目した森林整備等による吸収源対策に取り組むとともに、地域の気候変動の影響を踏
まえた「適応策」を推進していくこととしています。 

緩和策・適応策の関係 

22 温室効果ガス：太陽から届く⽇射のほとんどは、大気を透過して地表⾯で吸収されます。⽇射を吸収して温められた地表⾯は赤外
線を放射しますが、大気中にはこの赤外線を吸収する性質を持つ気体があり、その気体が地球を温室のように温めます。このよう
な気体を温室効果ガスと呼び、代表的なものとして、⼆酸化炭素、メタンなどが挙げられます。 
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＜現状と課題＞ 
≪地球温暖化対策≫ 
○ 世界では、2015（平成 27）年度に、2020（令和２）年以降の地球温暖化対策の新た

な法的枠組みとして「パリ協定」が採択され、今世紀後半において、⼈間活動による温
室効果ガス排出量を森林等による吸収量とのバランスをとり、実質ゼロにする方針が打
ち出されています。

○ 国においても、2016（平成 28）年５月に「地球温暖化対策計画」を、2018（平成 30）
年 11 月に「気候変動適応計画」を策定し、気候変動対策の取組を開始しています。

○ 県では、「⼭⼝県地球温暖化対策実⾏計画（第２次計画）」（2021（令和３）年度〜2030
（令和 12）年度）に基づき地球温暖化対策の推進に向けた各種施策を展開しています。 

○ 県の温室効果ガス排出量は、減少傾向にあるものの、今後、削減目標の達成に向けた
更なる取組の推進が必要です。

本県における温室効果ガスの排出量の推移 
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≪再生可能エネルギーの導入促進≫ 
○ 地球温暖化に影響を及ぼす温室効果ガスの増加とエネルギー消費は密接に関わってい

ることから、一層の再生可能エネルギーの導入やエネルギーの効率的な使用、いわゆる
省エネルギーの推進を図ることが必要です。

○ 太陽光や太陽熱、風⼒、水⼒、バイオマス23等の再生可能エネルギーは、資源が枯渇す
ることがなく、一度利用しても短期間に再生が可能で、発電時や利用時に⼆酸化炭素が
ほとんど発生しないため、地球温暖化防止にも有効なエネルギー源です。

○ 本県では、県土の約７割（437 千 ha）を占める森林資源や豊富な⽇射量、良好な風況
などの自然特性に加え、再生可能エネルギーに関連する先端的な技術・産業が多く集積
する産業特性を有しています。

○ 東⽇本大震災以降、全国的に電⼒を含めたエネルギーの地産・地消へのニーズが高ま
っていることから、地域の再生可能エネルギーなどを最大限活用した持続可能な地域の
構築を図る必要があります。

再生可能エネルギーの種類例 
（出典：「新エネルギーガイドブック 2008」（NEDO）を参考に作成） 

23 バイオマス：生物資源(bio)の量(mass)を表す概念であり、再生可能な生物由来の有機性資源で、⽯油などの化⽯資源を除いたも
のをいいます。バイオマスには、再生可能で枯渇しないこと、温室効果ガスを増加させないこと、すべての地域で生産可能である
こと、等の特徴があります。 

≪再生可能エネルギーの導入促進≫ 
○ 地球温暖化に影響を及ぼす温室効果ガスの増加とエネルギー消費は密接に関わってい

ることから、一層の再生可能エネルギーの導入やエネルギーの効率的な使用、いわゆる
省エネルギーの推進を図ることが必要です。

○ 太陽光や太陽熱、風⼒、⽔⼒、バイオマス1等の再生可能エネルギーは、資源が枯渇す
ることがなく、一度利用しても短期間に再生が可能で、発電時や利用時に⼆酸化炭素が
ほとんど発生しないため、地球温暖化防止にも有効なエネルギー源です。

○ 本県では、県土の約７割（437 千 ha）を占める森林資源や豊富な⽇射量、良好な風況
などの自然特性に加え、再生可能エネルギーに関連する先端的な技術・産業が多く集積
する産業特性を有しています。

○ 東⽇本大震災以降、全国的に電⼒を含めたエネルギーの地産・地消へのニーズが⾼ま
っていることから、地域の再生可能エネルギーなどを最大限活用した持続可能な地域の
構築を図る必要があります。

再生可能エネルギーの種類例 
（出典：「新エネルギーガイドブック 2008」（NEDO）を参考に作成） 

1 バイオマス：生物資源(bio)の量(mass)を表す概念であり、再生可能な生物由来の有機性資源で、⽯油などの化⽯資源を除いたもの
をいいます。バイオマスには、再生可能で枯渇しないこと、温室効果ガスを増加させないこと、すべての地域で生産可能であるこ
と、等の特徴があります。 
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＜施策展開の方向＞ 
１ 温室効果ガス排出削減の取組 
(1) 総合的な取組の推進
(2) ＣＯ２削減県⺠運動の推進
(3) 省・創・蓄エネの導入促進
(4) 移動・物流の低炭素化の促進
(5) フロン類の排出抑制の推進
(6) 県自らの省エネ・節電の推進
２ 森林などによる⼆酸化炭素吸収の確保 
(1) 健全な森林の整備と⽊材利用の促進
３ 再生可能エネルギーなどの地域資源の活用 
(1) 再生可能エネルギーの導入促進
(2) 地域資源を活用した持続可能な地域づくりの推進
(3) 水素エネルギーの研究、利活用の促進
(4) ⼯場におけるスマートファクトリー構築などの促進
(5) 地産・地消の推進
(6) 森林バイオマスの活用の推進
４ 気候変動への適応 
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１ 温室効果ガス排出削減の取組 
(1) 総合的な取組の推進

○ 「地球温暖化対策の推進に関する法律」や国の「地球温暖化対策計画」、本県が定め
る「⼭⼝県地球温暖化対策実⾏計画」に基づき、省エネルギーの推進や再生可能エネ
ルギーの最大限の導入等、本県の地域特性、産業特性を活かした地球温暖化対策を推
進します。

○ 本県における温室効果ガス排出状況や取組等を公表するとともに、地球温暖化の現
状と対策の普及啓発に取り組みます。

○ 市町における「地球温暖化対策実⾏計画」の策定を促進します。

(2) ＣＯ２削減県⺠運動の推進
○ 県⺠運動の推進⺟体である「環境やまぐち推進会議24」と連携・協働し、「ぶちエコ

やまぐち」を合言葉とした CO2 削減県⺠運動を推進します。緑のカーテン、ノーマイ
カー、ライトダウンなど、⺠生部門を中心とした温室効果ガスの排出削減対策を進め
ます。

○ 「⼭⼝県地球温暖化防止活動推進センター25」、「各市町地球温暖化対策地域協議会」
及び市町等との適切な役割分担のもと、各地域の地球温暖化防止活動推進員、NPO 等
⺠間団体などの活動を支援します。

○ ⼭⼝県地球温暖化防止活動推進センターが実施する省エネ診断等による、家庭や事
業所等における省エネルギーの実践⾏動を支援します。

○ 温室効果ガスの削減に積極的に取り組む企業を顕彰し、主体的な取組を促進します。 

24 環境やまぐち推進会議：環境への負荷が少ない持続的発展が可能な社会の構築を目指して、2007（平成 19）年３月に産学⺠公が
一体となって組織された県⺠運動の推進⺟体です。県⺠、事業者、⾏政等が相互に連携し、低炭素社会や循環型社会の形成、自然
との共生などの実践活動及び情報交換や普及啓発活動を積極的に推進することを目的としています。 

25 ⼭⼝県地球温暖化防止活動推進センター：「地球温暖化対策推進法」の規定により、地球温暖化防止に寄与する活動の促進を図るこ
とを目的として設置された組織で、家庭や事務所を中心に、県⺠への普及啓発を⾏っています。 
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（3） 省・創・蓄エネの導入促進
○ 県産品26への支援制度などによる家庭や事業所への省・創・蓄エネ27設備の導入促
進のほか、低炭素型の住宅や建築物の普及促進を図ります。

○ 再生可能エネルギーの自家消費に資する蓄電池や、蓄電池としての機能を併せ持つ
電気自動⾞（ＥＶ）等の導入支援を図ります。

◯ 県が保有する既存施設や農業用水利施設を利用した⼩水⼒発電施設の設置促進や
バイオマスの発電・熱利用などを促進します。

○ ⼆酸化炭素削減効果の高い J-クレジット制度28等の普及・定着を図り、企業等の自
主的な取組を促進します。

（4） 移動・物流の低炭素化の促進
○ ICT 技術を活用して、通勤・買い物時の徒歩や自転⾞、公共交通機関の利用促進を
図ります。

○ ＥＶや燃料電池自動⾞（FCV）等の次世代自動⾞29の導入促進を図るほか、産学公
の連携・協働によるＥＶ等の地域内での多⾯的利活用を検討します。

○ 県⺠意識の醸成を図るため、県内各地のイベント等で次世代自動⾞を展示する等、
普及啓発に取り組みます。

(5) フロン類の排出抑制の推進
○ 「フロン類30の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）」
等に基づき、フロン類充塡回収業者等の登録及び指導を徹底し、フロン類の充塡回収

26 県産品：省・創・蓄エネ設備で、県内企業が開発した技術や県内で製造・加⼯された製品、県産の原材料をもとに製造・加⼯され
たもの等のうち、企業の届出に基づき県が登録したものをいいます。 

27 省・創・蓄エネ：温室効果ガスの排出削減に向けて、省エネルギー（節電）、創エネルギー（太陽光発電等によるエネルギーの創
出）、蓄エネルギー（エネルギーの蓄電）に一体的に取り組むことが重要です。これらをまとめて「省・創・蓄エネ」と表現してい
ます。 

28 J-クレジット制度：省エネルギー機器の導入や森林経営などの取組による、CO2などの排出削減量や吸収量を「クレジット」とし
て国が認証する制度のことをいいます。

29 次世代自動⾞：電気自動⾞（EV）や燃料電池自動⾞（FCV）、クリーンディーゼル自動⾞等の環境負荷の低い自動⾞のことです。
このうち、燃料電池自動⾞は、⾞載の水素と空気中の酸素を化学反応させて、燃料電池で発電し、その電気でモーターを回転させ
て⾛る自動⾞。燃料となる水素は水素ステーションで補給します。

30 フロン類：炭化水素の水素を塩素やフッ素で置換した化合物（CFC、HCFC、HFC）の総称です。化学的安定性、耐熱性、低毒性等
の優れた性質を持っており、エアコンの冷媒、各種スプレーの噴射剤、半導体産業での洗浄剤などとして広く利用されてきまし
た。しかし、特定の種類のフロンは、成層圏でのオゾン層破壊や温室効果が指摘され、国内外で規制が強化されています。
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及び適正処理を推進します。また、県内の大気環境中のフロン濃度調査を継続して実
施し、実態の把握に努めます。 

○ フロン類の回収・破壊を促進するため、引き続き、関係団体等と連携しながら、フ
ロン類充塡回収業登録業者等への⽴入調査等を通じ法令遵守を指導するとともに、充
塡回収量の把握に努めます。

(6) 県自らの省エネ・節電の推進
○ 「⼭⼝県庁エコ・オフィス実践プラン31」に基づき、県自らが率先して、省資源・

省エネルギーや低燃費・低公害⾞32の導入、グリーン購入33を推進します。
○ 省エネルギー・節電の取組を促進するため、「クールビズ」や「ウォームビズ」等の

取り組みを率先して実践するとともに、その普及啓発に努めます。
○ 県営住宅については、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用を推進します。 

２ 森林などによる⼆酸化炭素吸収の確保 
(1) 健全な森林の整備と⽊材利用の促進

○ ⼈⼯林の間伐等適切な保育施業の実施等により、健全な森林の整備を進めます。
○ 県産⽊材を使用した住宅建築への補助制度や、公共建築物等の⽊造化、内装の⽊質

化により、⽊材の利用を促進します。
○ 本県独自の森林整備等 CO2 削減認証制度34を通じ、県⺠や企業の森林の整備や⽊材

利用を通じた地球温暖化防止活動への参加を促進します。
○ 「緑の基本計画35」等に基づき、都市公園の整備や河川、道路等公共空間、更に⼯場・

事業所、家庭等での緑化を促進し、緑豊かな潤いのある生活空間の形成を進めます。 

31 ⼭⼝県庁エコ・オフィス実践プラン：「⼭⼝県地球温暖化対策実⾏計画」の一部に位置付けており、県自らの事務・事業における 
温室効果ガスの排出量を削減するため、地球温暖化防止に向けた省資源・省エネルギーやごみ減量化等に向けた取組等を盛り込ん
でいます。 

32 低公害⾞：電気自動⾞、天然ガス自動⾞、メタノール自動⾞、ハイブリッド自動⾞、低燃費・低排出ガス認定⾞などを総称してい
います。 

33 グリーン購入：市場に供給される製品・サービスの中から環境負荷が少ないものを優先的に購入することをいいます。
34 ⼭⼝県森林整備等 CO2 削減認証制度：森林整備活動による CO2 吸収量や森林バイオマス利用による CO2 排出削減量、県産⽊材利

用による CO2 固定量を認証する県独自の制度です。 
35 緑の基本計画：都市緑地法第 4 条に規定されている「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」のことです。市町村が、その

区域内における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、その目標と実現のための施策
等を内容として策定する緑とオープンスペースに関する総合的な計画です。 
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森林整備とバイオマス活用のイメージ 
（出典：農林水産省イラストをベースに作成） 

３ 再生可能エネルギーなどの地域資源の活用    
（1） 再生可能エネルギーの導入促進

○ 本県の豊富な⽇射量や風況、森林資源などの自然特性に加え、再生可能エネルギー
に関連する先端的な技術・産業が多く集積する産業⼒を活かし、再生可能エネルギーの
導入を推進します。

○ 太陽光等再生可能エネルギーの発電利用、⼯場排熱等未利用エネルギーの利活用、
バイオマスの熱利用等の未利用資源の有効活用により、エネルギー源の多様化を促進
します。

○ 再生可能エネルギーの導入促進のため、設備の仕組み・導入効果・助成制度等に係
る情報の発信や「環境アドバイザー36」の派遣、中⼩事業者に対する融資など、幅広い
支援に努めます。

○ 市町等が⼩水⼒発電施設を建設する際のモデルとなるよう、県が保有する⼯業用水
道施設等に⼩水⼒発電施設を設置します。

○ 上水道施設等を利用した⼩水⼒発電など、地域に存在する多くの「未利用水⼒」を
活用した地産・地消型の⼩水⼒発電施設の設置を促進します。

36 環境アドバイザー：環境学習推進センターの⼭⼝県環境学習指導者バンクに登録された講演型環境学習指導者です。高度な専門知
識と経験に基づき、県内各地で指導及び助言を⾏っています。 
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(2) 地域資源を活用した持続可能な地域づくりの推進
○ 県内の産学公の連携による資源の有効利用や省エネルギー等の関連技術の開発・普
及を支援するとともに、県産の省資源・省エネルギー型製品の優先購入など、需要⾯
からの普及促進を図ります。

○ 先進的な取組事例の情報発信や事業化に向けた助言等を通じて、地域循環共生圏の
構築に向けた取組を促進します。

○ 地域の再生可能エネルギーや蓄電池、ＥＶ等の分散型エネルギー37を自⽴・分散型
電源として活用するエネルギーの地産・地消に向けた取組を推進します。

(3) 水素エネルギーの研究、利活用の促進
○ 瀬⼾内沿岸部に⽴地するコンビナートにおいて、大量かつ高純度の水素を生成する
本県産業の特性・強みを活かし、水素利用拡大に資する水素関連機器の技術開発への
支援に取り組むとともに、水素関連製品を活用した利活用モデルの全県展開に向けた
取組を進めます。

(4) 工場におけるスマートファクトリー構築などの促進
○ 太陽光、風⼒等の再生可能エネルギーの活用やエネルギーの貯蔵、省エネルギー化
等に取り組むとともに、ＩｏＴ、ＡＩ技術等の活用により、安定的かつ最適に電⼒や熱
を供給するスマートファクトリーの構築に向けた取組を進めます。

(5) 地産・地消の推進
○ 食料の生産、流通・加⼯、消費という地域内循環を一層促進することにより、地域
の農林水産業の活性化を図るとともに、フードマイレージ38の考え方を踏まえ、地球
温暖化の防止につながる「地産・地消」の取組を積極的に推進します。

○ 農⼭漁村に豊富に存在する太陽光や⼩水⼒、バイオマス等を利活用する再生可能エ
ネルギーの「地産・地消」を促進します。

37 分散型エネルギー：太陽光発電等の再生可能エネルギー、蓄電池等の蓄エネルギーなどの⼩規模で様々な地域に分散しているエネ
ルギーのことをいいます。

38 フードマイレージ：食料の生産地から消費地までの輸送距離に重量を掛け合わせた数値をいいます。生産地から食卓までの距離が短
い食料を食べた方が、輸送に伴う環境への負荷が少なくなるという考え方によるものです。
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(6) 森林バイオマスの活用の推進
○ 林内路網整備や高性能林業機械の導入等による森林バイオマスの低コスト生産シ
ステムの構築、⽊質バイオマスによる発電や熱利用の促進を図るなど、「⼭⼝県バイオ
マス活用推進計画39」に基づき、林地残材等を積極的に活用し、中⼭間地域40の活性化
や雇用創出に資する森林バイオマスの活用を促進します。

４ 気候変動への適応    
○ 「気候変動適応法」、国の「気候変動適応計画」及び「⼭⼝県地球温暖化対策実⾏計

画」に基づき、地球温暖化による気候変動に係る本県への影響の可能性や既に発生し
ている影響について、情報収集・発信を⾏うとともに、今後の適応の方向性などを踏
まえた適応策を推進します。

○ 適応の取組は、⻑期にわたって実施することが重要であり、それらを推進するため
の体制整備が必要です。このため、関係機関と連携し、区域内での気候変動の影響や
適応に関する情報の収集、分析、提供等を⾏う拠点の基盤整備を⾏います。

適応策の例 

39 ⼭⼝県バイオマス活用推進計画：本県におけるバイオマス活用に関する取組を総合的かつ計画的に推進することにより、持続的に
発展する地域社会を実現することを目的として、「バイオマス活用推進基本法」に基づき、2013（平成 25）年 3 月に策定しまし
た。 

40 中⼭間地域：一般的には、平野の周辺部から⼭間部に至るまとまった平坦な耕地が少ない地域のことです。本県では、地域振興５
法（離島振興法、⼭村振興法、半島振興法、特定農⼭村法、過疎地域自⽴促進特別措置法）の適用地域⼜は農林水産省の農業地域
類型区分による⼭間農業地域、中間農業地域のいずれかに該当する地域を指します。 
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＜環境指標＞ 

環 境 指 標 現状値 
[基準年度] 

⽬標値 
[⽬標年度] 

温室効果ガスの排出量 
4,332 万ｔ-CO2 

[2013(H25)] 

基準年度⽐ 
17.8％ 削減 

3,563 万ｔ-CO2

[2030(R12)]

再⽣可能エネルギー発電出⼒ 1,364,313 kW 
[2019(R1)] 

2,400,000 kW 
[2030(R12)]

適切な森林整備（間伐⾯積） 3,147 ha 
[2019(R1)] 

3,400 ha 
[2030(R12)]

バイオマス（林地残材）利⽤量 54,560 ｔ 
[2019(R1)] 

60,000 ｔ 
[2030(R12)]
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